
履
歴
（
要
約
）

弘
化
二
年
(
-
八
四
五
）
七
月
二
十
八
日
東
京
市
下
谷
匿
仲
徒
町
三
丁
目
三
拾
爪
番
地

に
於
て
生
。

嘉
永
四
年
(
-
八
五
一
）
六
月
五
日
故
山
勢
検
校
慶
風
一
に
就
き
拾
七
年
間
策
曲
修

業。

万
延
元
年
(
-
八
六

0
)
四
月
十
三
日
山
清
勾
富
慶
賀
一
と
称
し
等
曲
指
南
を
始
む
。

明
治
元
年
(
-
八
六
八
）
二
月
十
三
日
先
師
山
勢
検
校
死
去
に
付
同
家
を
相
績
し
松
韻

と
改
名
す
。

同
十
三
年
(
-
八
八

0
)
六
月
七
日
音
楽
取
調
と
し
て
出
勤
に
付
為
手
嘗

一
ヶ
月
金
拾

五
圏
。
俗
曲
改
良
を
担
当
。

同
十
四
年
(
-
八
八
一
）
五
月
十
八
日
音
楽
取
調
掛
御
用
掛
申
し
付
け
ら
れ
、
取
扱
判

任
に
準
し
月
俸
金
戴
拾
円
。

山
勢
松
韻
（
や
ま
せ
し
ょ
う
い
ん
）

旧
名
慶
賀

＿
、
東
京
府
平
民

色
々
の
事
を
貫
験
し
て
見
せ
て
下
さ
っ
た
の
で
す
が
、
其
の
生
徒
が
一
寸
間
違
へ
ま
す

と
、
生
徒
の
手
を
取
っ
て
、
喉
の
所
に
手
を
取
っ
て
、
喉
に
手
を
嘗
て
A

聞
か
せ
な
さ

る
。
さ
う
い
ふ
時
の
態
度
を
見
ま
し
て
、
質
に
濫
情
の
籠
つ
た
親
切
な
赦
授
の
仕
方
で

あ
る
と
、
私
は
し
み
/
＼
其
時
に
感
じ
た
の
で
す
。
あ
A

い
ふ
風
に
不
具
の
生
徒
を
導

く
の
に
は
本
常
に
親
切
と
努
力
と
熱
を
以
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
ん
だ

と
思
ひ
ま
し
た
。
又
此
の
學
校
ば
か
り
で
な
く
、
東
京
の
盲
唖
學
校
、
或
は

吃
音
矯

正
、
さ
う
い
ふ
様
な
事
で
澤
山
の
人
を
御
救
ひ
に
な

つ
て
居
る
と
い
ふ
様
な
事
を
考
へ

ま
す
時
に
、
本
嘗
に
先
生
は
大
赦
育
家
で
あ

っ
た
と
い
ふ
こ
と
を
思
ひ
、
吾
々
の
母
校

が
其
の
先
生
の
御
仕
事
の
―
つ
で
あ
っ
て
、
吾
々
は
其
の
恩
恵
に
浴
し
て
今
日
あ
る
こ

と
を
得
た
の
で
あ
る
と
い
ふ
事
を
感
じ
ま
し
て
、
何
虞
ま
で
も
先
生
を
思
ふ
と
共
に
、

此
の
母
校
の
猿
展
を
祈
り
た
い
と
思

つ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
詳
し
い
御
話
を
し
た

い
と
思
ひ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
是
で
失
證
さ
せ
て
頂
き
た
い

と
思
ひ
ま
す
。

（
『
教
育
音
楽
』
第
十
八
巻
一
号
、
昭
和
十
五
年
一
月
）

同
十
五
年
(
-
八
八
二
）
九
月
十
三
日
自
今
月
俸
金
廿
五
園
。

同
十
七
年
(
-
八
八
四
）
二
月
五
日
職
務
勉
励
候
に
付
為
手
営
金
賦
拾
五
圃
を
受
く
。

同
十
八
年
(
-
八
八
五
）
三
月
三
日
自
今
月
俸
金
三
拾
園
。

同
十
九
年
(
-
八
八
六
）
一
月
二
十
一
日
依
願
御
用
掛
差
免
。
同
日
音
楽
取
調
掛
雇
申

付
月
俸
金
廿
五
圏
。
二
月
十
日
訓
育
唖
院
兼
務
申
し
付
け
ら
れ
る
。

同
二
十
年
(
-
八
八
七
）
二
月
二
十
二
日
訓
育
唖
院
雇
申
付
月
俸
金
拾
八
園
。
三
月
三

十
日
東
京
府
臨
よ
り
工
藝
品
共
進
會
審
査
員
を
依
嘱
さ
れ
る
。

同
二
十
二
年
(
-
八
八
九
）
一
月
二
十
四
日
明
治
二
十
一
年
十
月
中
大
須
賀
万
和
外
四

名
と
申
合
せ
養
育
院
へ
施
入
の
目
的
を
以
て
井
生
村
楼
に
於
て
琴
曲
合
奏
會
を
催
し

該
収
入
金
百
七
拾
園
同
院
へ
寄
贈
候
段
奇
特
に
付
為
其
賞
木
杯
壱
個
下
賜
さ
れ
る
。

二
月
二
十
二
日
等
曲
集
第
戴
編
楽
譜
校
正
を
嘱
托
さ
れ
る
。
三
月
二

十
九
日
等
曲
集

第
戴
編
架
譜
校
正
を
嘱
托
さ
れ
手
富
金
拾
訊
圏
を
受
く
。

同
二
十
三
年
(
-
八
九

0
)
五
月
新
築
校
舎
開
校
式
に
自
作
の
〈
都
の
春
〉
被
露

す

る。

同
二
十
四
年
(
-
八
九
一
）
四
月
十
七
日
東
京
音
楽
學
校
教
授
に
任
ぜ
ら
れ
る
。
同
日

叙
奏
任
官
六
等
。
同
日
年
俸
金
百
戴
拾
園
下
賜
さ
れ
る
。
同
日
掌
校
盲
生
弾
琴
教
授

を
嘱
托
さ
れ
一
ヶ
月
手
嘗
金
拾
園
を
贈
ら
れ
る
。

同
三
十
三
年
(
-
九

0
0
)
東
京
音
楽
學
校
退
職
。

同
四
十
一
年
(
-
九

0
八
）
九
月
九
日
没
す
。

作
曲
作
品

〈朧
月
〉〈
花
の
雲
〉〈
松
島
八
景
〉
〈
四
季
の
友
〉
〈
新
年
〉
な
ど
。

山
勢
松
韻
の
紹
介
文
(
『
-
音
楽
雑
誌
』
第
三
十
二
号
、
明
治
二
十
六
年
五
月
）

正
八
位
山
勢
松
韻
君
之
履
歴

ぎ

は

う

な

ん

君
は
幕
臣
吉
田
義
方
氏
の
男
に
し
て
弘
化
二
年
七
月
廿
八
日
江
都
下
谷
仲
徒

ち

ま

ち

士
町
に
生
る
三
歳
に
し
て
明
を
失
ひ
姉
某
の
手
に
養
育
せ
ら
れ
五
歳
の
時
自
ら

等
の
調
子
を
合
せ
人
を
し
て
其
敏
捷
に
驚
か
し
め
た
り
君
が
性
と
し
て
常
に
遊

戯
を
好
み
或
は
火
の
見
憂
に
登
り
て
凧
を
揚
げ
或
は
塀
を
渡
る
等
憂
も
常
人
に
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異
な
る
な
く
十
歳
の
時
先
代
山
勢
検
校
に
就
き
等
曲
を
學
ぶ
漸
く
十
三
四
歳
頃

よ
り
し
て
修
業
に
餘
念
な
く
弾
琴
の
絶
ゆ
る
時
な
し
隣
家
の
前
田
氏
試
み
に
氏

の
弾
琴
止
む
を
待
て
喫
煙
せ
ん
と
己
れ
も
共
に
其
業
を
働
き
し
に
遂
に
止
む
時

す
い

な
か
り
し
か
ば
其
勉
學
に
負
け
て
一
吹
せ
り
と
云
ふ
氏
が
幼
時
の
勉
勘
此
の
如

し
後
日
大
偉
人
と
な
れ
る
も
亦
偶
然
に
あ
ら
ざ
る
な
り

氏
獨
り
等
曲
の
み
の
研
究
に
止
ま
ら
ず
三
絃
の
必
要
な
る
を
感
じ
嘉
永
五
年

五
月
杵
屋
六
四
郎
氏
の
門
に
入
り
て
該
楽
を
學
ぶ
氏
已
に
其
業
の
熟
せ
る
に
及

き
よ

け

い

が

い

ち

び
築
曲
指
南
に
従
事
し
名
を
山
清
勾
営
慶
賀

一
と
稲
す
賓
に
萬
延
元
年
四
月
よ

り
明
治
元
年
先
師
の
遺
業
を
組
ぎ
松
韻
と
改
む
爾
来
等
曲
の
業
に
専
任
し
つ
A

あ
り
し
が
明
治
十
三
年
六
月
音
楽
取
調
掛
員
を
命
せ
ら
れ
同
十
九
年
訓
盲
唖
院

傭
を
拝
命
し
同
廿
年
三
月
工
藝
品
共
進
會
審
査
員
を
依
嘱
せ
ら
る
同
廿
二
年
一

月
琴
曲
會
を
開
き
収
盆
を
養
育
院
へ
寄
附
せ
し
に
よ
り
木
盃
を
下
賜
せ
ら
れ
同

ご
ん
し
よ
う
け
ふ

廿
二
年
二
月
等
曲
集
第
二
編
校
正
を
嘱
托
せ
ら
る
同
廿
一＿
一
年
権
少
数
正
に
補
し

廿
四
年
四
月
東
京
＿
音
架
學
校
赦
授
に
任
せ
ら
れ
奏
任
官
六
等
に
叙
せ
ら
る
同
時

に
東
京
盲
唖
學
校
数
授
を
嘱
托
せ
ら
る
同
年
十
二
月
正
八
位
に
叙
す

わ
う
し
よ
う

氏
は
か
く
公
務
に
鞍
掌
し
あ
り
と
雖
も
又
一
方
に
は
民
間
子
弟
に
等
曲
を
数

授
し
明
治
六
年
よ
り
廿
六
年
に
至
る
ま
で
門
下
に
あ
り
て
薫
陶
を
受
け
免
許
を

得
し
者
千
有
五
十
七
名
内
等
曲
指
南
に
従
事
せ
る
者
五
十
四
名
奥
許
を
得
し
者

賦
百
十
五
名
あ
り
と
さ
れ
ば
昔
架
界
に
恩
澤
あ
る
賓
に
少
々
に
あ
ら
ざ
る
な
り

よ
し
あ
し

且
つ
氏
常
に
弟
子
を
誡
め
て
日
く
世
間
何
架
を
問
は
ず
其
善
悪
を
評
論
す
べ
か

ら
ず
人
各
其
特
性
あ
り
能
技
あ
り
知
ら
ざ
る
慮
に
妙
を
有
し
思
は
ざ
る
所
に
機

愛
あ
る
も
の
な
れ
ば
必
ず
謹
で
其
員
意
を
味
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
賓
に
弟
子
た

る
べ
き
も
の
A

心
得
べ
き
格
言
に
し
て
氏
が
人
の
師
表
と
な
る
亦
自
ら
言
外
に

存
す
と
云
は
ざ
る
べ
か
ら
ず

履
歴
（
要
約
）

天
保
十
二
年
(
-
八
四
一
）
八
月
生
れ
。

明
治
二
年
(
-
八
六
九
）
八
月
二
十
二
日
大
學
南
校
少
助
教
に
任
ぜ
ら
れ
る
。
同
四
年

九
月
二
十
五
日
大
學
南
校
辞
職
。

同
五
年
(
-
八
七
二
）
八
月
二
十
五
日
正
院
反
繹
局
十
等
出
仕
用
し
付
け
ら
れ
る
。
同

八
年
九
月
二
十
日
正
院
反
繹
局
辞
職
。

同
士
二
年
(
-
八
八

0
)
六
月
七
日
音
楽
取
調
掛
に
取
調
員
と
し
て
出
勤
一
ヶ
月
金
十

五
円
。

同
十
四
年
(
-
八
八
一
）
五
月
十
八
日
文
部
省
御
用
掛
に
任
ぜ
ら
れ
、
取
扱
判
任
に
準

し
月
俸
金
二
十
円
。
九
月
か
ら
は
三
十
円
と
な
り
、
監
事
兼
音
楽
取
調
掛
申
し
付
け

ら
れ
る
。
『
音
楽
指
南
』
の
繹
業
な
ら
び
に
講
義
、
唱
歌
の
授
業
を
受
け
持
つ
。
さ

ら
に
俗
曲
改
良
を
担
当
。

同
十
九
年
(
-
八
八
六
）
三
月
三
十
一
日
音
楽
取
調
掛
非
職
を
申
し
付
け
ら
れ
る
。

明
治
二
十
四
年
(
-
八
九
一
）
十
二
月
二
十
八
日
大
逓
信
省
よ
り
臣
官
房
報
告
課
勤
務

を
命
じ
ら
れ
る
。
月
俸
金
二
十
円
。

同
二
十
六
年
(
-
八
九
三
）
十
二
月
一
日
郵
便
為
替
貯
金
書
記
補
月
給
金
十
五
円
交
付

さ
れ
る。

同
三
十
一
年
(
-
八
九
八
）
五
月
一
―
-
H非
職
を
命
ぜ
ら
れ
る
。

同
三
十
六
年
(
-
九
0
三
）
八
月
三
十
一
日
東
京
音
楽
學
校
雇
い
と
な
り
大
正
六
年
ま

内
田
禰

（
う
ち
だ
や
い
ち
）

殊
に
氏
の
第
曲
に
於
け
る
方
針
に
就
て
賓
に
記
臆
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
事
は

古
束
本
邦
等
曲
に
改
良
を
施
す
の
一
事
に
あ
り
氏
は
時
勢
の
巳
む
べ
か
ら
ざ
る

を
観
破
せ
ら
れ
歌
曲
を
西
洋
昔
符
の
組
織
に
改
め
何
人
も
必
ず
一
目
以
て
瞭
然

た
ら
し
む
る
に
務
め
た
り
是
れ
琴
曲
家
の

一
大
勇
拳
に
し
て
本
邦
＿
音
楽
の
愛
遷

を
早
か
ら
し
む
る
の
良
策
な
り
今
や
氏
は
此
針
路
を
取
り
孜
々
と
し
て
従
事
さ

せ
き

る
A

を
以
て
名
整
は
是
と
共
に
噴
々
た
り

東
京
府
平
民
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